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3-3 基本設計基本設計基本設計基本設計

3-3-1 設計方針設計方針設計方針設計方針

(1) 設計条件

1) 基本方針

建築施設の設計にあたり、下記事項を基本方針とする。

a) 気候・風土（熱帯気候帯）及び生活様式に配慮した設計とする。

・多雨地帯に適した外壁窓形式を採用する。

・施設中央ロビーは、吹き抜け空間とし、外気が自然に循環する断面構成

を採用する。

b) 基本構想にある 3 つのゾーン利用者の違いを十分考慮し、アクセスし易

く、かつ、セキュリティーへ配慮した設計とする。

c) ヴィエトナム国の建設事情、一般的な大学施設の設備水準を配慮すると

ともに、本センターが目指す高度な研修活動にふさわしい空間とする。

d) 「日本センター」として、日本らしさを表現した意匠を採り入れる。

e) 平面・断面計画は、簡潔で使い易い計画とする。

f) 建築仕上げ材料及び材料のグレード等はハノイセンターに準拠する。

g) 地域の建築許可取得条件から本センターは 3階建てとする。

2) 自然条件に対する方針

a） 気象

ホーチミン市はメコンデルタの東北を流れるニヤベ川支流のサイゴン川右岸に

位置し、熱帯気候帯に属する。年間平均気温は 27℃前後で、４月から５月に

かけて最も気温が上がる。１年は大きく雨期と乾期に分けられ、５月から 10

月までの雨期の降水量は年間降水量の約９割を占める。

ホーチミン市には、年に１回から２回程度の台風の襲来があるが、建物に対す

る台風の影響は少ない。

以上のような高温・多湿・多雨な気象条件を考慮して、本計画建物の設計方針

を以下のように定める。

・ 主要諸室には、冷房設備を導入することから、その運転コストの低減に留

意する。

・ 雨期における建設工事工程計画に留意する。

・ １階部分はピロティとし、風通しの良い施設計画を行う。
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・ 吹抜け、高窓、ガラリなどを有効に活用し、内部空間に外気を循環させる

断面計画を行う。

・ 雨天時にも、外壁窓を開放できるよう、突き出し窓を採用する。

・ 台風の影響があまりないことから、風荷重は 45m/secを採用する。

b） 地質

平成 12 年 3 月 10 日から 3 月 13 日の行程で、建設予定地にて、当初仕様書に

基づいた地質調査を行なった。その時点では、ボーリング調査発注業務仕様書

に基づく深度 30ｍに対応した機械で掘り進めたが、30ｍを過ぎても堅固な支

持層が現れず、現場の判断で機械能力の限界である 40ｍまで掘削を進めた。

その 40 m付近の貫入試験結果はＮ値が 11 程度であった。日本に帰国後、杭打

ち工法及び工事費などを検討した結果、60m 以内の深さに支持地層がある場合

は場所打ち杭工法、または、40m の深さまでで N 値が 30 を越えた場合には、

摩擦を考慮した杭工法が可能であると判明した。

しかし、これらの工法を採用するには、当初の地質調査では目的としなかった、

３軸圧縮試験及び 40m 以深の地質データが不可欠であるため、５月下旬に追

加ボーリング調査が行われた。その結果は以下のとおりである。

表層より 2 mまで埋め立てによる砂質土壌があり、それ以深、深さ 22.4mまで

は、やわらかい粘土層（N 値 1～3）が堆積している。深さ 22.4m～33.5m に砂

混り粘土層（N＝6～16）が、深さ 33.5m～38.0 m に密な砂層（N＝22～29）が

堆積している。深さが 38.0m~42.0m では砂利混じりの硬い Sand が確認され、

深さ 42.0m~58.0mでは、サンプル色が変化するが、ほぼ同じ粒径の細流砂層（N

＝11～29）が観測された。深さ 62.0m 付近には、硬質粘土層（N＝32）が介在

しているが、これ以深ではＮ値が 50を越える硬い砂層が堆確認された。

以上より、当施設の支持層をＮ値が 30以上と設定した場合、深さ 38.0m～42.0m

の砂利混じりの砂層が支持層となりうるものと判断した。

c) 地震

ホーチミン市には、過去、大地震に見舞われた記録はなく、後述するヴィエト

ナム国の建築基準に対する検討の結果、最小限の耐震設計で充分と判断される。

従って、耐震設計時の地震係数は 0.1を採用する。

3) 社会条件に対する方針

a) 敷地周辺におけるインフラ基盤

敷地の前面を通る D5道路沿いの約 60ｍ離れた所に既に給水本管があるが、D5

道路内にも新しい給水管を敷設する予定である。
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給水設備は、上水道の給水圧が低いため、受水槽で一旦受水し、圧力ポンプに

て高架水槽に汲み揚げた後、各所に重力式で給水する。

排水管については、径 800mm の本管が前面道路の反対側を通り、サイト側に

は排水枡が 35m間隔で設置されている。

電力施設については、現在、D2 道路まで 15kV のラインが通っている。D2 道

路から分岐して、D5 道路沿いに、サイト内の受電設備取合点まで、ヴィエト

ナム側が提供する。電力は、屋外に設けるトランスにより高圧から低圧にした

後、主配電盤を経て、各需要先に配電する。また、電力の供給安定性について

は、停電、電圧の不安定など、本施設の運営に支障となる状況であるので、主

要な研修活動諸室及び研修機材の電源を確保するためにディーゼル発電機及び

UPS設備を装備する。

電話線については、電話会社がサイト内交換機まで繋ぎ込む。

b） 周囲の建築施設条件

ホーチミン市は、建築許可権限を持つホーチミン市人民委員会の指導で、3 階

建以下の建築は原則的に認められていないことから、VJCC-HCMC も 3 階建と

する必要がある。また、限定された敷地条件と建物各ゾーンをそれぞれ１フロ

アに配置するための１フロア最小必要面積から考えて、駐車施設を建物外のオ

ープンスペースに配置出来ない関係上、敷地の高度利用促進の趣旨も含めて、

教職員用駐車施設及び生徒用駐輪施設を１階ピロティー部分に設置する。

4） 関連法規

ヴィエトナム国には、1996年制定の建築基準法が存在する。建築設計にあたっては、

当基準を遵守することとする。ただし、この基準の中には、地震に対する構造指針

がないため、構造計算にあたっては、日本の基準を遵守することとする。

また、ヴィエトナム国には、年間１～２回程度台風が襲来することから、建築基準

法には、地域により風荷重に対する基準が規定されている。ホーチミン市は IIA 地

域で、風荷重は 830 dN/㎡であるが、同荷重計算は、前述の理由で日本の基準に上記

値を換算した値を採用する。

地震係数　 ：　0.1

風　速　　 ：　45m/sec

5) 現地業者

現地業者は、近年の建設ラッシュから高層ビル等の建設を海外建設業者のもとでサ

ブコントラクターとして請負い、急速に技術力を高めている。従って、建築・設備

を含めた、本センターに対する現地業者の施工能力に問題はない。ただし、工期、



基本設計調査報告書
第 3章　プロジェクトの内容

日越人材協力センター建設計画（ホーチミン）

- 40 -

技術仕様の厳守など、品質確保の観点から日本の建設技術者の指導・監督は重要で

ある。

6) 実施機関の維持管理能力

実施機関である FTU は、2,000 人を越す学生を擁するキャンパスをハノイ、ホーチ

ミン両市で運営しており、運営・維持能力に問題はない。また、プロジェクト方式

技術協力によって派遣される専門家により運営指導、カリキュラム内容指導が行わ

れることになっており、本センターの運営に対する不安はない。

7) 工期に対する方針

後述する施工計画の検討により、施工工期は 11 ヶ月と想定されるが、日本政府の無

償資金協力の枠組の中で、単年度の計画とする。

8) 施設・機材のグレード設定に対する方針

ハノイセンターと姉妹施設であることを踏まえ、基本的に同程度の施設・機材グレ

ードとする。

3-3-2 基本計画基本計画基本計画基本計画

(1) 施設配置計画

本センター施設建設予定地は、ホーチミン市の中心部第１区の東北部分に接するビ

ンタン地区にある、南北約 43 m、東西約 110 m、面積約 4,700㎡の平坦な敷地である。

配置計画にあったては、将来建設予定の FTU ホーチミン校の校舎形状を考慮して、

最も効率的な配置とするため、本 VJCC-HCMC を西側部分、約 1,000 ㎡の敷地に、

建築面積約 638㎡の３階建てにて計画する。

Ｄ５道路に面する敷地中央部分に設ける門扉は、フェンス工事と同時にヴィエトナ

ム側で設置する予定である。建物の正面は、門扉からのアプローチ及び将来整備さ

れる FTU校舎施設計画を配慮し、東向きとする。

(2) 施設規模の設定

各室の規模設定は、プロジェクト方式技術協力によってまとめられた人材協力セン

ターのビジネス講座案カリキュラム計画及び基本設計現地調査時に合意された内容

に沿って、必要な面積、設備及び機材を整備する。各室の規模設定は下記に示す。
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ただし、下記以降の(資)は日本建築学会編集建築設計資料集成の計画データ、(新)は、

建設省新営庁舎面積算定基準改訂案に示された基準を示す。

1) 交流・ロビーゾーン

a） ロビー

ロビーは、施設全体の玄関として学生・職員などが出入りする空間である。ま

た、交流施設の一部として、外部の一般市民の来訪を出迎え、大型パネルディ

スプレイにより日本紹介情報の発信を行う。規模設定に対応する明確な算定基

準はないが、施設内共用部分の合計が全床面積の 33％を越えない範囲(新)で最

大限の面積を確保する。また、学生の軽飲食提供用キャンティーンを設置する。

キャンティーンは、ロビーから直接目に入らないように、扉のない間仕切壁の

奥に配置する。

ロビー部分 =100.0 m2

キャンティーン 2 m ×5 m =10.0 m2

（小計） 110.0 m2

b）図書室

主要な閲覧室は、将来、キャンパスの中心広場となる東側に面するように配置

する。コントロールデスクは、本の貸出しの他、インターネット、ＡＶコーナ

ーの管理も行うので、各室への出入りがチェックできる位置とする。

・ メインルーム ： 閲覧席・ AVコーナー　(資)2.0㎡/人×28人 =56.0 m2

コントロールデスク　(資)5m×4m =20.0 m2

通路部分(30％)　　(56.0m+20.0m)×0.3m =22.8 m2

（小計） =98.8 m2

・ 書庫 ： 書架　5,000 冊収納用書架 (資)5,000 冊÷300 冊
／㎡

=16.7 m2

ビデオラック　2m×3m =6.0 m2

（小計） =22.7 m2

・ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾞｰｽ ： ブース部分（10ブース）　D1.6m×W0.9m×10 =14.4 m2

通路部分　6m×1.5m =9.0 m2

（小計） =23.4 m2
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・ 学習室 ： ブース内（5席）　D1.6mxW0.9mx5席 =7.2 m2

通路部分　6m×0.6m =3.6 m2

（小計） =10.8 m2

・ ｶﾞｲﾀﾞﾝｽｺｰﾅｰ ： (資)2.0㎡/人×8人 =16.0 m2

2) セミナーゾーン

a）多目的室

多目的室は、100 人規模の講演や各種催事などに対応するとともに、可動間仕

切りにより 3分割可能なように計画する。

100人収容研修室 3分割可能(資)3人掛けスクール型 1.5㎡/人×100人 =150.0 m2

教壇部分　10m×3m =30.0 m2

（小計） 180.0 m2

b）セミナー室：36人収容 2室

セミナー室は、可動間仕切りによる 2分割可能なように計画する。

(資) 3人掛けスクール型 1.5㎡/人ｘ36人ｘ2室 =108.0 m2

教壇部分　6m×1m×2室 =12.0 m2

（小計） 120.0 m2

c）コンピュータ室

研修用パソコン 20台及び教師卓　(資)3.0㎡/人ｘ20人 =60.0 m2

d）文化交流室

10人程度収容可、8畳間、前室と一体利用可能とする。 =23.0 m2

前室部分　(新)多目的室面積の 17％、文化交流室と一体利用可 =30.0 m2

（小計） 53.0 m2

e）日本クラブ

日本人会、海外協力隊隊員連絡事務室など在ヴィエトナム日本人社

会の各種活動の場を提供する。鍵付ロッカー、作業机など。

2.9㎡/人 x8人 =23.1 m2

f)　倉庫など

通訳室　2m×3m =6.0 m2

通訳室　2m×3m =6.0 m2

給湯室　2m×3m =6.0 m2

（小計） 12.0 m2
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3) 管理ゾーン

a) 所長室 ： (新)地方官庁所長 8×4.0㎡/人 =32.0 m2

b) 応接室 ： 15名収容可(資) =20.0 m2

c) 事務室

事務員席６人 （資）5.0㎡/人×6人 =30.0 m2

講師席９人 （資）5.0㎡/人×９人 =45.0 m2

講師用ロッカー・コピー・ファックス 5.5m×2.5m =13.8 m2

給湯室 2.0m×3.0m =6.0 m2

通路部分（30％） =27.0 m2

（小計） =173.8 m2

d) 会議室 ： 15人　（資）2.0㎡/人×15人 =30.0 m2

e) 倉庫 ： (新)事務室面積の 17％ =12.8 m2

f) 秘書室 ： （資）7.0㎡/人×1人 =7.0 m2

4) 共用ゾーン

a) 階段室･廊下

(新)上記各室面積の 33％(但 1階ロビー部分を除く)
(483.5m+466.8m)×0.33m-112.8m2-27.0 m2 =174.0 m2

b) 便所：（資）（作図） =82.0 m2

1階 ガードマン用便所：大１洗面器１

2階 使用想定人数　50人（男 15人女 35人）
男子　大２、小２、洗面器２、女子　大３、洗

面器３

3階 使用想定人数　160人（男 48人女 112人）
男子　大２、小３、洗面器３、女子　大４、洗

面器４

c) 機械室等

電気室・ポンプ室・発電機室：建築延面積の６％ =78.0 m2

守衛室：2.0m×3.0m =6.0 m2

（小計） =84.0 m2

上記の各室面積を表 3-2諸室面積算定表の算定値に示し、あわせて今回計画案の面積

を計画値に示す。
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表 3-2　諸室面積算定表

室名 内容 算定値 計画値

1 交流交流交流交流・ロビーゾーン・ロビーゾーン・ロビーゾーン・ロビーゾーン 282 297
a) ロビー 待合、大型テレビ、キャンティーン 110 120
b) 図書室 172 176
メインルーム 閲覧席 24 席、AV コーナーテーブル２台、コント

ロールデスク

(99) (100)

書庫 書架 5,000冊、ビデオラック (23) (22)
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ室 インターネットブース PC10台 (23) (26)
学習室 言語学習ブース 5席 (11) (11)
ｶﾞｲﾀﾞﾝｽｺｰﾅｰ 丸テーブル２台、椅子８席 (16) (17)

2 セミナーゾーンセミナーゾーンセミナーゾーンセミナーゾーン 448 443
a) 多目的室 100名収容、可動間仕切りにより３分割可。 180 176
b) セミナー室 36人収容２室、可動間仕切り 120 118
c) ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室 研修用パソコン 20台、教師卓 1台 60 59
d) 文化交流室
前室

８畳間、10人程度収容可。
多目的室用倉庫と兼用

53 46

e) 日本クラブ室 ７名収容可 23 23
f) 倉庫など 倉庫、通訳室、給湯室 12 21
3 管理ゾーン管理ゾーン管理ゾーン管理ゾーン 224 218
a) 所長室 ２名収容可 32 35
b) 応接室 15名収容可。 20 20
c) 事務室 事務員席６席、講師席９席、給湯室、コピー 122 118
d) 会議室 15名収容 30 30
e) 倉庫 13 8
f) 秘書室 １名。 7 7
4　共用ゾーン　共用ゾーン　共用ゾーン　共用ゾーン 340 350
a) 階段室・廊下 所要諸室の 33％以下とする。 174 180
b) 便所 82 82
c) 機械室など 電気室、ポンプ室、発電機室、守衛室 84 88

合計合計合計合計 1,294 1,308

(3) 施設レイアウト・動線検討

前節で述べたように、本センターは、交流ロビーゾーン、セミナーゾーン、管理ゾ

ーン、及び共用ゾーンに分類できる。諸室のレイアウトに当たっては、各ゾーンを

明確に分離し、動線の交錯の少ない明瞭簡潔な平面計画を行う。

ヴィエトナム国では、通勤・通学に自転車、オートバイを使用する人が多いため、

駐輪スペース及び所長・講師用の駐車スペースを１階ピロティに配置する。また、

１階には、電気室、ポンプ室、発電機室、及び守衛室を配置する。
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１階に上記諸室のスペースを配置計画する必要があるため、本センターの主要出入

口は２階に配置される。２階には、中央・北側部分に交流ロビーゾーン諸室を、南

側部分に管理ゾーン諸室を配置し、明確に分離する。主要出入口に接してすぐに、

ロビーが配置される。ロビーは、施設の中心に位置し、施設全体の位置関係を容易

に把握できるよう、吹き抜け空間とする。主要動線は、この吹き抜け周囲にあり、

各部屋はこの動線に面して配置させ、明瞭簡潔な空間構成とする。ロビー正面のわ

かりやすい位置に情報提供用のプラズマディスプレイを配置する。ロビーに面して、

図書室及び管理ゾーンを配置する。日本クラブは、交流・管理的要素が強いため、

２階に配置する。

３階には、セミナーゾーンを配置する。中央吹き抜け部分に面して、廊下を配置し、

それらを囲むように多目的室及びセミナー室を配置する。多目的室は、３室に分割

しての利用が可能なように、可動間仕切りを 2 ヶ所設置する。また、セミナー室２

室は一体利用機能を持たせるため、可動間仕切りで仕切ることとする。文化交流室

は、多目的室に隣接して設け、前室を通って８畳間の和室を設ける。前室は茶道や

舞踊実演時の客席となる他、多目的室で催事が行われる時には不要な椅子・机を収

納する倉庫としても利用できるよう計画する。

(4) 意匠計画

施設配置計画及び現地で入手した FTU の将来校舎建設計画から、VJCC-HCMC 東側

にキャンパスの中心広場が配置されることになっているので、VJCC-HCMC は東側

に正面玄関を配置し、ファサード（正面）をこの広場に向けることとする。また屋

根については、片流れ屋根を１組対峙させ、キャンパス中央広場に面して妻側を見

せるような意匠的表現とする。

1) 立面と断面計画

立面は、１階をピロティとした高床式建築として表現し、壁は窓を内部に対応させ

た、機能的で簡潔な表現とする。3 階の多目的室他諸室は大空間確保の必要性から、

上部屋根構造を鉄骨の架構構造とする。

建築施設の立面及び断面は以下の方針を基に計画する。

a) 主要躯体部分である柱・梁・床版等は、鉄筋コンクリート構造とし、壁は

レンガ積みとする。

b) 学習環境を維持するため、主要諸室に冷房設備を整備する。ただし、中央

吹き抜け部分は自然換気が可能な断面計画とする。

c) 図書室、セミナー室等多数の利用する主要諸室は、3ｍ以上の天井高を確保

する。その他は、天井高 2.5mを標準とする。
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上記の設定に基づき各階の階高は以下のとおりとする。

１階：梁下 2.1m以上とし、階高 2.7m

２階：3.5m

３階：4.0m

2) 仕上げ計画

内外壁仕上は原則としてモルタル塗装とする。

内装は、全般に研修施設として維持管理の容易な仕上げを選定する。２階ロビーは

施設の顔として、日本らしさを表現する仕上げとする。外部仕様と主要な諸室の仕

上げは下記に示す。

a) 外部仕上

壁 ： レンガ積みモルタル塗りの上塗装仕上げ
柱型 ： コンクリートモルタル塗りの上塗装仕上
屋根 ： 瓦屋根

一部アスファルト防水保護モルタル仕上
窓 ： アルミサッシュ透明ガラス

b) 内部仕上

一般室（多目的室、セミナー室、事務室、図書室など）

床 ： ビニル床タイル貼り
壁 ： モルタル塗装仕上(VP)
天井 ： 吸音板貼り

コンピュータ室

床 ： OA床ビニルタイル貼り
壁・天井は一般室と同じとする。

ロビー

床 ： 玄晶石風タイル
壁 ： 漆喰(プラスター)仕上
天井漆喰(プラスター)仕上は一般室に同じ。





















基本設計調査報告書
第 3章　プロジェクトの内容

日越人材協力センター建設計画（ホーチミン）

- 56 -

(5) 構造計画

構造計画は、ヴィエトナム国の構造基準に耐震設計基準がなく、先進国の構造指針

を基に設計することが規定されていることから、日本の設計基準を遵守し、下記の

値を採用する

1) 一般事項

a） 積載荷重

積載荷重は以下の表に示す。

表 3-3　積載荷重表

（単位：kg/㎡）

用途 種別 床 架構用 地震用

D.L 440 440 440

L.L 300 180 80一般室

T.L 740 620 520

D.L 80 80 80

L.L 100 100 30鉄骨屋根

T.L 180 180 110

b） 構造用材料

・ コンクリート ： 一般構造用 Fc=24N, 捨てコンクリート Fc=15N

・ 鉄筋 ： JIS規格同等品以上 SD295A(R9～22,D10～16)、

SD345(D19～25)

・ 鉄骨 ： JIS規格同等品以上 SS400

c） 地震荷重

ヴィエトナム国には、建築法に過去の地震の経歴に基づく地震地域区分がある

が、それに対する設計基準はなく、先進国の基準に準拠して設計することにな

っており、日本の構造基準により地震係数 0.1で計画する。

d） 風荷重

ヴィエトナム国には、年に１～２回程度台風が襲来するが、南部に行く程その

影響は少なくなり、基準法上は IIＡ地域に指定されていることから、台風の影

響は無視できる。ただし、耐震設計との整合性をはかることから、日本の構造

基準に基づき、風荷重算定の風速は 45m/s を採用する。風圧は下式より算定す

る。
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1)　q ＝ 0.6EVo
2　及び

2)　E ＝ Er
2Gf

ここで、 q ： 風圧

E ： 2）式より算定する計数

Vo ： 地域の過去の経歴により定める風速（30～40 m秒）

Er、Gf ： 建物の部位の地面からの高さ及び周辺の粗度から決定

される計数

2) 上部構造形式の検討

ホーチミン市には、過去、大地震に見舞われた記録は存在しない。従って、本施設

の構造はヴィエトナム国で一般的に採用され、工事単価が最も経済的な、鉄筋コン

クリートラーメン構造で内外壁はレンガ積みモルタル仕上げとする。

ただし、３階多目的室・セミナー室屋根部分は、長スパンであることと大空間確保

の必要性から、この部分のみ鉄骨架構構造を採用する。

3) 基礎構造の検討

a) 建物荷重の計算

施設上部構造の荷重計算の結果、１階各柱の軸力は、以下のとおり算出される。

表 3-4　１階柱の軸力表

（単位：ton）
軸番号 1 2 3 4 5

A 47 77 90 92 60
B 79 107 109 113 91
C 88 127 135 148 104
D 89 130 135 148 104
E 79 115 121 108 89
F 46 79 91 90 60

注）　　　部は内部柱を示す。

建物外周柱平均軸力は 80.8 tonであり、建物内部柱平均軸力は 124.7 tonである

b) 杭基礎の許容支持力

・ 算定式

杭基礎の許容支持力は、日本建築学会基準により、下記の式にて算定する。

Ra=(Rp+Rf)/３-W
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ただし、Ra ：　杭基礎許容支持力

Rp ：　杭先端支持力

Rf ：　杭周辺摩擦力

W ：　既存土壌の荷重を除く杭自重

・ 地盤条件（土質係数）

現地ボーリング調査及び土質試験の結果、土質係数は以下のとおり算定される。

表 3-5　土質係数表

地層 設計層厚

(ｍ)
Ｎ値 比重

(t/m3)
設計値

第１層：表層

第２層：有機粘土
28.5 0～4 1.5 qu=1.7(t/㎡)

第３層：砂質粘土 11.0 6～16 1.9 qu=5.4(t/㎡)

第４層：砂 1.0 10～50 2.0 N=24

・ 杭径及び杭許容支持力

杭長 41.5 mで、杭径 600 mm、800 mm、1000 mmの各杭許容支持力は、以下の

とおり算定される。

表 3-6　杭許容支持力

杭径(mm) φ600 φ800 φ1000

許容支持力(ton) 61.3 92.6 129.4

なお、実際の杭耐力は、径 1000 mm の試験杭を、本杭とは別に施工し、設計杭耐力

について検証する。

c) 圧密沈下の検討

計算の結果、最大約 185cm の圧密沈下が想定されるが、この場合でも、沈下の 80％

が終了するまでの時間は約 315 年と計算されており、圧密沈下の速度は極めて緩や

かなことから、この圧密沈下により発生するネガティブフリクションの、杭に対す

る影響は微小なものと判断する。

d) 杭の必要本数

上記の a), b)を基に検討した結果、建物外周部の杭 18本は径 800 mmを、建物内部の

杭 12本は、径 1000 mmを採用することとする。
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(6) 設備計画

1） 電気設備計画

ヴィエトナム側（工事は電力会社）は、D5 道路側に設置する受電設備取合点のメー

ターユニットまで 15kV で供給し、それ以降の受電盤・トランス・配電盤を本計画に

て設置する。電気室は引込盤近傍の 1 階部分に配置し、非常用発電設備とも接続し

やすい位置とする。受電容量は、150KVAとする。

また、非常用発電機の仕様は、下記仕様とする。

単基定格出力 ： 50kVA（照明、CPU、自動火災報知設備）

使用燃料 ： 軽油（JIS規格 K2204の 2号に相当）

ディーゼル形式 ： 直列 4-サイクル、水冷、単動機関、

直接燃料噴射式、ﾀｰﾎﾞﾁｬｰｼﾞｬ付高速ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

発電機形式 ： 横置回転界磁空気冷却式三相交流同期発電機

電気方式、発電機電圧、周波数：三相四線式、400-230V、50Hz

電気設備の設計基準は、下記基準を採用する。

ヴィエトナム電力の設計設備基準

JIS (Japanese Industrial Standard)

JEC (Japan Electro-technical Committee Standard)

JEMA (Japan Electrical Manufacturers Association Standard)

IEC (International Electro-technical Commission Standard)

JCS (Japan Cable Standard)

その他の国際規格

a) 幹線動力設備

電気室に配置する低圧配電盤から、各需要先に 380/220V、50Hzにて配電する。

なお、無停電定電圧装置（UPS）は、機械調達に含める。

b) 電灯・コンセント設備：

主要諸室の計画照度は JIS 基準を準用しつつ、現地の事情を勘案して、添付の

各室諸元表のとおりとする。また、停電中も授業が継続できるようにディーゼ

ル発電機より電力供給する。コンセントは安全及び機器の誤動作防止のため、

すべて接地極または接地端子付とする。

c) 電話、ファクス設備、インターネット用ルーター接続点

電話線は、D5 道路から架空にて事務室に設ける電話交換機まで引き込む。主
要室に電話用外線を 8回線、事務室にファクス用外線 1 回線、インターネット
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接続が必要な部屋にルーター用外線 6 回線、合計 15 回線を設置する。それ以

外の部屋は、内線通話（インターホーン）対応とする。

d) 放送設備

案内放送設備を設置する。各室の天井に案内放送用スピーカーを取り付ける。

放送用アンプは事務室に設置する。

e) 自動火災報知設備

日本の火災予防法規に準じた自動火災報知器を１階ピロティ部分も含めて設置

する。受信機は事務室に設置する。

f) テレビ共聴視設備

衛星放送の共聴視設備を設置する。衛星放送受信設備は屋上にパラボラアンテ

ナを設ける。アウトレットは所長室、講師室、多目的室、セミナー室、図書室

に設置する。

g) 避雷設備

ホーチミン市は、雷多発地域で落雷被害は多いので、コンピュータ、AV 機器

の保護のため充分な避雷設備を設置する。

2） 給排水衛生設備計画

a) 給水設備

ヴィエトナム国側が、既設の上水本管（敷地南側約 60 m を通る管または、ソ

ビエトネティンとおりの管 150A）から 50A の分岐をとり敷地内に設置される

メータまで引き込む。そこから近傍に配置される 10 m3 の受水槽にて受水し、

ポンプにて 2 m3 の屋上高架水槽に汲み上げる。これより各需要地点に動力に

て給水する。

b) 給湯設備

2、3 階の給湯室及び 2 階のキャンティーンに、電気式貯湯型給湯器を設置す

る。

c) 排水設備

汚水及び生活排水は、敷地内に設ける貯留槽に集め、その上澄み水を D5 道路

内の排水枡を通して下水管に接続し放流する。放流の方法として、重力式とす

る。

d) 衛生器具設備

各階便所に以下の衛生器具を配置する。
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・ 洋風大便器：　ロータンク密結式

・ 小便器 ：　ストール型小便器

・ 洗面器 ：　独立型洗面器

・ 掃除用流し：　バック付掃除流し

・ 散水栓 ：　１階ピロティ部分に設置する。

e) 消火設備

屋内消火栓設備を２階及び３階に２箇所づつ設置する。消火用ポンプは非常用

発電設備から電力を供給できるようにする。

3) 空調換気設備

a) 空調設備

一年を通した高温多湿気候に対応して、冷房設備を主要諸室であるセミナー室、

多目的室、コンピュータ室、事務室、講師室、図書室、所長室、文化交流室、

日本クラブ、応接室、会議室等に設置する。

b) 換気設備

居室及び給湯室、キャンティーン及びトイレは機械換気を行う。玄関及びロビ

ーは外気開放型としているので、自然換気のみとし、特に強制換気や冷房を行

わない。

以上の設備設置状況を各室諸元表（設備・電気）にまとめる。(表 3-7(A), (B)参照）
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(7) 機材調達計画

本センターの機材は、文化交流、広報・教育･研修用 A/V 機器、管理用事務機器及び

家具である。

なお、教材作成用編集機材については、作成する教材の内容によって、機材構成が

大きく変わるので、本機材調達計画には含めないものとする。

VJCC-HCMC は機能上、文化交流ゾーン、セミナーゾーン、管理ゾーンの 3 つのゾ

ーンに分けられるので、機材構成の考え方も、ゾーンごとに以下のように計画する。

1) 文化･交流ゾーン

文化・交流ゾーンは、一般の人々及び学生を対象として日本の文化・技術等の情報

を発信することを目的とし、２階にロビー、図書室、及びガイダンスコーナーを設

けている。なお、各室の機材構成は以下のとおり。

a) ロビー

ロビー正面には 42インチの大型プラズマディスプレイを設置し、VJCC-HCMC

来訪者全員に日本の文化、技術、風景等を紹介するビデオを連続的に上映可能

とする。ディスプレイに写す映像・音声は、図書室のコントロールデスクに置

かれたビデオ装置、TV チューナー、パソコン及び音声装置によってコントロ

ールする。

b) 図書室

・ メインエリア

メインエリアには、コントロールデスクを中心に、24 人分の閲覧用テーブ

ル及び開架式書架を置き、5000 冊収納可能な閉架式書庫の本などを閲覧で

きるようにする。また、AV コーナーでは、閉架式書庫にあるビデオを借り

出して見られる機材及び家具を２セット置く。

閲覧エリアの奥には、開架式書庫で仕切られたガイダンスコーナー用の家

具を配置する。

・ インターネットブース

日本関連の情報にインターネットを利用してアクセスできるように、パソ

コン及びネットワーク接続機器を装備する。パソコンの台数については、

今後のインターネットの急速な発達を考えれば、VJCC-HCMC においても

大きな需要があると予想されるが、施設規模の制約も考慮して 10 台を設置

する。

・ 学習ブース

音響的に仕切られた学習ブースでは、カセットテープとヘッドフォンを利

用して、語学の学習が可能な設備を５席分備える。
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2) セミナーゾーン

セミナーゾーンは３階にあり、研修活動や講演会のための多目的室、一般研修用の

セミナー室、コンピュータ技術講習用コンピュータ室及び文化交流室から構成され

ているので、それぞれに必要な下記の機材を備える。

a) 多目的室

多目的室では、音響設備、ワゴンに載せた可動タイプの液晶プロジェクターを

利用して、120インチの大スクリーンによるプレンゼンテーションを可能とし、

多様な研修･講演会活動に対応する。さらに、少人数（最大 36 人程度）の研修

授業に対応するため 3室に分割可能な構造とする。

b) セミナー室

セミナー室は、最大 72 人程度を収容する一般研修活動用の部屋で、可動型液

晶プロジェクター及び音響設備によるプレンゼンテーションが可能な設備とす

る。多目的室と同様に、２部屋に分割可能な構造としており、分割時には 1 室

約 36人のセミナーが行える。

c) コンピュータ室

コンピュータ室は、コンピュータ及びビジネス上利用度の高いソフトの実習が

研修できる設備を備え、パソコン 20 台、教師用パソコン 1 台、ネットワーク

を介して共通に使用できるプリンター、スキャナー等を備える。床は高さ 150

㎜のフリーアクセス床（OA 床）とする。また、UPS 装置は、教師用は独立と

し、生徒用は５台分ずつまとめてコストダウンを図る。

d) 文化交流室

文化交流室は、前室兼倉庫から連続した和室とし、和室はイベント時には舞台

の代わりにも使用できるようにする。特別な機材は設置しないが、日本文化の

講習時に使用できるような和卓を準備する。

3) 管理ゾーン

管理ゾーンは２階にあり、日本のプロジェクト方式技術協力によって派遣が予定さ

れている専門家の活動拠点を提供とするとともに、本センターの運営機能を収容す

る所長室、事務室、応接室、会議室、講師控室等で構成されている。
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a) 所長室

本センターでは、日本の専門家の派遣が予定されているため、日越双方から所

長が就任することが予定されている。このため、所長用の事務机を２台及び書

棚を備える。また、少人数での利用が可能な打合用のテーブルと椅子を備える。

b) 応接室

現地での打合方式を考慮した椅子のみでの応接が可能な家具を備える。

c) 事務室

事務室は、職員 6 人のための一般事務机、収納棚等を備える。コピー機、ファ

ックス機器等一般事務用 OA機器を整備する。

d) 講師室

プロジェクト技術協力が派遣する専門家３人及び他の講師６人の部屋として利

用される。事務室とは連続した部屋であるが、書架などにより明確に仕切られ

る。

e) 秘書室

秘書は所長補佐とし、かつ、来訪者の入室管理を行うため所長室に隣接して配

置し、一般事務机を備える。

上記の機材･家具の数量と仕様を添付の機材・家具リストに示す。（表 3-8参照）。
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3-4-2 予算予算予算予算

(1) FTUの年間予算

FTUの 1997~1999年度の予算は下記のとおりである。

表 3-9　FTU 年間収入

金額（VND）費目

1997年 1998年 1999年

政府予算から 8,522,000,000 9,024,300,000 10,027,000,000
授業料収入 8,778,800,000 9,295,200,000 10,328,000,000
合計 17,300,800,000 18,319,500,000 20,355,000,000

表 3-10　FTU 年間支出

金額（VND）費目

1997年 1998年 1999年

人件費等 840,000,000 889,200,000 988,000,000
訓練活動 7,530,000 7,965,000,000 8,850,000,000
施設維持費

(機材購入費込み) 5,897,000,000 6,243,300,000 6,937,000,000
研究活動費 423,000,000 447,300,000 497,000,000
奨学金支出 685,000,000 724,500,000 805,000,000
水道光熱費 680,000,000 720,000,000 800,000,000
その他 1,020,000,000 1,080,000,000 1,200,000,000
合計 17,075,000,000 18,069,300,000 20,077,000,000
出典：FTU (換算レート US$1＝14,000VND)

(2) VJCC-HCMC運営・維持に関する予算

1) 講座による収入

本センターは、将来的には、技術的及び財政的に自立した運営がなされることが両

国関係者間の基本的な合意事項で、プロジェクト方式技術協力の事前調査報告書に

明記されている。このために研修コース全てが有料になる。各講座の開催計画を以

下に示す。
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表 3-11　講座開催計画表

この表で想定された受講者数と、受講料及び年間開催延べ講座数を基に計算すると、

年間収入は以下の如くなる。

表 3-12　VJCC の年間講座収入

費目 延受講数 受講料 金額 (US$/年)

ビジネス講座 1,200 30 36,000
ビジネス講座

ビジネスコンピュータ講座 450 50 22,500

小計 58,500

日本語講座 240 120 28,800

合計 87,300

2) 維持管理費用

VJCC-HCMC の維持管理について、日常的な運転、点検、補修は、組織図の中の管

理課・施設係が行うが、重度のものに対しては、FTUが援助することになっている。

研修用の機材については VJCC-HCMC 組織図の中の研修課・指導係が維持管理にあ

たる。下記に維持管理費の見積り（FTUより入手）を記す。

・ 建築施設維持管理費 ： 雨漏り、ガラスの破損、ペンキの汚れ、施錠の不

具合、床タイルの破損などの点検・補修

250US$/月×12月＝3,000US$/年
・ 建築設備維持管理費 ： 自家用変電設備、非常電源設備の運転・維持・補修

3,000 US $/年
冷房・換気設備の点検・補修 2,000 US $/年
給排水用ポンプ類、洗面所の衛生器具、配水管な

どの点検・補修 1,000 US $/年
・ 研修機材 ： A/V機器、ﾊﾟｿｺﾝ等の運転・維持費 1,500 US $/年

（合　計） 10,500 US $/年

コース

種類

年間サイクル 年間延講座数 受講生/講座 延受講生/年

ビジネス講座 10 3 30 40 1,200
ビジネス

講座
ビジネス
コンピュータ
講座

15 2 30 15 450

日本語講座 4 2 8 30 240

合計 29 7 68 85 1,890
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3) 運営費

本センターの運営費は、常駐する職員の給与、講座を受け持つ講師への謝礼、光熱

費からなるが、FTUの実績に基づいてこれらを計算すると、下記のとおりである。

・ 職員の想定月賃金は以下の通り。（註 1，註 2）

所長 2,000,000VND/月（143US$/月）
副所長 1,600,000VND/月（114US$/月）
研修課長、図書・文化交流課長、管理課

長

1,300,000VND/月（93US$/月）

指導係、経理係、司書 1,000,000VND/月（71US$/月）
秘書 700,000VND/月（50US$/月）
総務課職員 500,000VND/月（36US$/月）
給与総額 212,400,000VND/年（15,171US$/年）

（註１）通貨交換レート　　US$1=14,000VND(ヴィエトナム・ドン)
（註２） 人件費単価は「日越人材協力センター（ハノイ）、1999 年 12 月」を

参照した。

・ 講師への謝礼は格付けによって異なり、下記のとおり想定される。

普通講師 50,000～70,000VND/時
特別講師 140,000 VND/時

・ 光熱費は以下のように計算される。

[電気料金]
電力単価 ： 810VND/kwh
計算条件 ： 稼動時間 6時間/日、5日/週、42週/年
電気料金 ： 91,854,000VND/年（6,561US$/年）
[水道料金]
1人当たりの 1日使用量 ： 55㍑/日・人（日本の設計基準）
水道料金単価 ： 2,571UND/m3

年間使用人数 ： 43,020日・人/年
年間使用量＝2,365m3/年
年間使用料金＝6,080,415UND/年（434US$/年）

以上をまとめるとセンターの運営費は下記のとおりである。

職員給与 15,171 US$/年
講師謝礼 6,300 US$/年
研究活動費等 4,300 US$/年
光熱費 6,995 US$/年

（合計） 32,766 US$/年

以上より、運営・維持管理費の合計は、43,266US$/年である。本センター年間予想収

入は 87,300US$/年であるが、これはあくまでも本センター運営が軌道にのった場合
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の想定値であり、初期段階では、知名度不足、講座の未整備などにより想定収入よ

りかなり低い収入しか得られない場合も考えられる。この場合でも、上記予測値に

よれば、経費の年間収入の割合は 49.6%であるので、本センターの運営は十分可能で

あると考えられる。

3-4-3 要員、技術レベル要員、技術レベル要員、技術レベル要員、技術レベル

本センターの運営に携わる要員のうちで最も重要なものは講師である。魅力ある講

座で人を呼べる講師を如何に確保するかについては、ヴィエトナム国側はかなり自

信を持っている。講師は、全てパートタイムベースで大学の教授、講師、各界の著

名人、ビジネス界の経営者等あらゆる層から集めてくる方針で、これまで培ってき

た FTU の卒業生を中心とする人脈をフルに利用するとのことである。一方、プロジ

ェクト方式技術協力は、これらの講師を養成することが主たる目的ではないが、こ

の中から、例えばコンピュータ及び日本語教師などが育つことが期待される。なお、

ヴィエトナム国では公務員の給与は極めて低いので、補助収入を得るための活動は

禁じられていない事から、パートタイム講師の確保は容易である。

研修機器等の運転・維持の技術レベルに関しては、FTU ハノイ大学内に既に、L.L.

機器、パソコンが導入済で、身近なものになっているので問題はない。本センター

で新たに導入されるものは、AV 機器が主要なものである。一般に流通している AV

機器と大差がないことから、プロジェクト方式技術協力の期間中に充分その操作・

維持技術を習得できるものと考えられる。

建築設備機器の運転要員は、現在 FTU ハノイ本校に管理課が設置され、総勢 7 人の

体制である。空調機、揚水ポンプ、配電設備など基本的設備機器の維持管理を熟知

しているものの、本センターの機器維持管理のために新たに人員を採用する必要が

ある。採用にあたっては、ヴィエトナム国の技術水準を考えれば、本センターに導

入する設備機器の維持管理に通じた人材を雇用することは容易である。



第４章　事業計画第４章　事業計画第４章　事業計画第４章　事業計画
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第第第第 4章章章章 事業計画事業計画事業計画事業計画

4-1 施工計画施工計画施工計画施工計画

4-1-1 施工方針施工方針施工方針施工方針

(1) 施工の基本方針

ヴィエトナム国の現地建設業者は社会主義体制のもと、各官庁の営繕部であったも

のが、ドイモイ政策に伴い、民間企業として独立したものがほとんどである。近年、

外国資本との提携による高層事務所ビルやホテルの建設工事に現地建設業者がサブ

コントラクターとして入ることにより技術移転が進み、大手建設会社には本センタ

ーの建設を手がけるために必要充分な技術力が備わっている。

また、建設資機材についても特殊なものを除き、現地で調達可能である。

上記状況を踏まえて、施工の基本方針として現地調達可能な工法・材料の使用を徹

底することとする。ただし、一部粗悪品が市場に流通していることから、仕様の書

き方に注意し、資機材納入時の検査を重視する必要がある。

(2) 実施機関

本センターの実施機関は、設計・施工・運営の各段階を通して、FTU である。上位

機関として、MOET及びMPIがある。

FTU は、ハノイ本校の建設・増築を通して建設事情に精通しており、充分な工事監

理協力体制を組織することが可能である。

(3) コンサルタントの業務内容

無償資金協力の枠組みの中では、日本のコンサルタントが全業務を行うのが原則で

ある。しかし、ヴィエトナム国の建築許可申請業務は複雑で、時間的にも長期に及

ぶことがあり、また、その手続きは全てヴィエトナム語で行われている。

FTU の実施機関は、ハノイ校舎建設を通して、これらの業務に精通しており、ハノ

イ市の建築許可申請業務がキャンパス全体計画を抜きには進められない経緯から、

申請業務を一括して FTU が行うことで合意した。今回、本センターの用地も外国貿

易大学ホーチミン分校として使用許可が与えられるものと思われるので、建築許可

申請業務を一括して FTUに一任することが議事録で確認されている。
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(4) 現地業者活用の基本方針

前述したように、現地の大手業者は高層ビルの建設を経験しており、日本の建設業

者のもとで本センターの施工を遂行する能力は充分にある。

ただし、可動間仕切りは一部の高級ホテルで最近導入されたのみであり、現地業者

はほとんど実際の施工経験を有しない。このため、本センター建築工事の内、可動

間仕切り工事については日本からの調達及びメーカーの据付指導員を派遣する。

機材調達に関しては、ほとんど据え付け工事はないが、AV 機器システムとしての接

続・試運転及びオペレーション指導のために日本人技術者をその要員として派遣す

る。

(5) JICAの役割

JICA は、無償資金協力の枠組のもとで行われる本センター建設工事について、日本

の国策、援助の基本方針が遵守されていることを監督指導する他、各時点の業者契

約の審査、月例報告を通して、計画が適正に行われていることを照査し、かつ、竣

工時に検査を行った上で、業務完了の確認を行う。

(6) 建築施設

1） 工期の設定

本センターの位置するホーチミン市は、メコン河の沖積平野に位置するヴィエトナ

ム国の最大商業都市である。本センター建設予定地は、ホーチミン市の中心地から

北東へ約 5 ㎞に位置し、この敷地は FTU ホーチミン分校のために新規に取得された

土地である。ホーチミン市中心街の東側を流れるサイゴン川には、ヴィエトナム国

の主要な貿易港であるサイゴン港を擁している。

本センターの建設工期は、これらの地理的条件と、前章 3-3-1(1)で説明した自然条件、

地盤条件、社会条件及び現地の建設事情を考慮して、着工後 11ヶ月とする。（図 4-1

を参照）

2) 施工方法

本センターに使用する資機材は、基本的に現地で調達可能なものとし、現地建設事

情に沿った施工方法とする。前章 3-3-2 基本設計で述べたように、基礎構造は、現場

打ち鉄筋コンクリート杭を採用し、上部構造は、柱梁・床は鉄筋コンクリート架構

とする。外壁、内壁ともレンガ積みの上、モルタル塗りであり、一部大スパンの屋

根が鉄骨造である。従って、資機材の仮置き場を十分に確保する必要があるので、

各工事の工程に応じた無駄のない仮設計画を立て、比較的余裕のあるストックヤー
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ドを有効に利用して、効率的で安全な工法を採用する。

4-1-2 施工上の留意事項施工上の留意事項施工上の留意事項施工上の留意事項

無償資金協力案件として、事業実施する際の施工上の基本方針は以下のとおりであ

る。

a) 工期の厳守

日本人建設技術者による指導を徹底させ、工程管理を密にして工期を厳守する。

b) 品質と数量の確保

日本人施工監理技術者による監理を徹底させ、設計図書に定める品質と工事項

目に欠落がないようにする。

c) 基礎工事の工程

本センターの建設工事の中で、場所打杭工法がヴィエトナム国での施工実績が

比較的少なく、業者によっては不慣れ、使用機材の不適切などが考えられるの

で、基礎工事のサブコントラクターの選定に当たっては、受注建設業者と充分

協議し、信頼できる実績のある下請を選定するよう指導する。

また、現在設定されている全体工程での基礎工事期間は、ホーチミン市の雨期

にあたるため、施工手順の検討、工期の設定に充分配慮する。

d) 工事中の安全

工事中は、日本人安全管理者による安全管理を徹底させ、工事関係者全員及び

近隣住民の安全確保に努める。工事期間中に使用が想定される重機は、杭打機

及び鉄骨の揚重クレーンである。これら重機の運転の際、騒音と転倒防止に充

分配慮する。

以上の施工方針に基づき施工上の留意事項は以下のとおりである。

a) 密集した住宅地区ではないが、近傍に数件の住宅があるので、騒音、振動の発

生をできるだけ抑制する。また、大型車両の通行による振動、煤塵の発生に注

意する。具体的には、騒音の発生する工事の早朝・夜間工事は原則として行わ

ない。

b) 建設に関する手続きは、ホーチミン市人民委員会及びビンタン地区人民委員会

の許可が必要である。FTU は、ハノイ本校既存校舎などの建設を通してこれら

の手続きに精通しているので、彼らと充分に協議することにより、行政手続き

の遅滞による工事の遅れが発生しないようにする。
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4-1-3 負担工事負担工事負担工事負担工事区分区分区分区分

日本国の無償資金協力に伴う日本側工事とヴィエトナム側負担工事の区分は下表に

示す通りである。

表表表表 4444-1-1-1-1　　　　負担工事負担工事負担工事負担工事

項目 日本側工事 ヴィエトナム側工事
仮設工事・
準備工事

・ 工事用仮設事務所
・ 敷地内工事用仮設道路
・ 資機材置場
・ 仮設用電源、水、汚水貯留槽

・ 用地の提供
・ 建設予定地内の既存建物などの取り壊し、整地。
・ 敷地周辺囲いの設置

建築工事 ・ 建物の新築工事 ・ 各種官庁手続き協力
・ 電力供給用幹線の施設内引込盤への引込（申請手続きを含
む）

・ 上水道の敷地内メーターまでの引き込み（申請手続きを含
む）

・ 電話機の接続工事（申請手続きを含む）
家具備品 ・ 研修用家具備品

・ 一般事務用家具備品
・消耗品など

研修用機材 ・ 情報提供機器
・ 研修用コンピュータ
・ セミナー用音響設備

・消耗品など

外構工事 ・ 進入路舗装工事
・ 敷地内雨水排水用配管及びマンホール
・ 敷地内汚水・生活排水用配管及びマン
ホール

・ 進入路内側の主階段廻り外構工事

・ 汚水・生活排水用末端マンホール及び雨水排水用末端マン
ホールから公共下水道マンホールへの繋ぎ込み（申請手続
きを含む）

・ 植栽工事
・ 進入路以外の舗装工事
・ 管理用門塀
・ 門番小屋

その他 ・ 各種官庁手続 ・ D5道路の建設とそれに伴う４店舗の移転
・ D5道路内の各設備インフラの敷設
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4-1-4 施工監理計画施工監理計画施工監理計画施工監理計画

(1) 施工監理要員

建設期間中に、コンサルタントから主要工事の指導監督のために日本人の要員を現

地に派遣する。主要なスタッフの役割分担を示す。

1) 業務主任

建設工事監理全体に係わる業務を総括的に担当する。

2) 建築施設担当/駐在技術者

駐在技術者として品質管理、施工図承認、その他建築工事全般の監督･指導を行う。

3) 各建築設備担当者

設備の製作図承認、その他建築設備工事全般の監督･指導を行う。

4) 機材調達担当者

納入機材の製作図承認、工場出荷前検査及び現場据付指導を行う。

(2) 施工監理体制

施工監理体制は、上記要員から 2）建築施設担当を駐在技術者として、施工期間中常

駐とする。業務主任、各設備担当者、機材調達担当者は、建設工事の進捗に合わせ、

効率的に現場のスポット監理を行う体制とする。

4-1-5 資機材の調達計画資機材の調達計画資機材の調達計画資機材の調達計画

(1) 労務状況

一般作業員、世話役、機械工、重機オペレーターなどすべての職種について、ホー

チミン市で雇用可能である。ただし、技量には個人差が大きいので重要職種につい

ては技能検定などを実施して採用する。エンジニア、スーパーバイザー等日本人技

術者を補佐する役職についても現地雇用を基本とする。

賃金については現地法律があり、最低賃金等が職種に応じ決定されている。しかし、

ヴィエトナム国の施工による公共事業基準を示したものであるため、必ずしも実際

の民間市場賃金と一致していない。技量の確かな職工の賃金は一般に法定レートよ

り高い。
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 (2) 建設資材

本建設工事に使用する建設資材の調達は表 4-2に示すとおりである。構造関係主要材

料は、現地調達可能である。レディミクストコンクリートは品質が良く、供給も豊

富である。さらに、鉄骨は材料及び加工を含め、現地調達可能である。

また、アルミサッシュ、瓦葺き屋根の材料も品質上特に問題はなく、現地調達でき

る。ただし、一部に粗悪品も流通していることから、仕様書の記載、受け入れ検査

に注意が必要である。

一方、可動間仕切りパネルは、遮音性能及び施工精度などを確保するため、日本か

ら調達する。

なお、建築設備資機材は現地製を原則的調達する。空調機器類については、現地市

場に日本メーカー製品及び第三国製品があるが、品質に大きな違いが認められる。

したがって、調達にあたっては現地市場で調達可能な限り日本メーカー製品を指定

する。

(3) 機材設備の調達

本センターで調達される教育研修機材は、ビデオデッキをはじめコンピュータなど、

一般市場に出回っている汎用品が大半を占める。ヴィエトナム国のローカルマーケ

ットでも、日本製をはじめ、韓国や台湾製品などが豊富に出回っている。しかしな

がら、品質的に劣るものなども多数見られる。事実、現在の FTU の教習用コンピュ

ーターは、ハノイセンター調査時点では、安価な台湾製品であったが、当時から頻

繁にフリーズするなどクレームが多く聞かれた。今回の調査時点では、新たにアメ

リカメーカー製が導入されていた。

日本の無償資金協力で調達する機材には、一定以上の品質が当然期待されるもので

あり、特に、今回の AV機材のようにシステムとして組まれるものには、機器相互の

互換性も要求される。

以上の観点から、機材毎に確立したブランド、品質保証の期待できるメーカー製品

を選定する。AV 機器は主として、日本大手メーカー製のものを、コンピューター関

連機器は、第三国例えば、シンガポール、マレーシア、台湾を始めとする東南アジ

ア諸国で生産される主要メーカーの製品が適切である。

これらの製品は、システムとして組まれる AV製品以外は、ホーチミン市の代理店を

通して問題なく調達可能であり、これらの代理店は、メンテナンス、維持修繕のサ

ポート能力を有している。

家具什器については、教室用家具及び一般事務用家具ともに現地調達が可能である。

代理店経由で調達した場合、現場納入・セットアップまでが代理店の責任である。
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日本など現地以外で調達される機材は、コンテナに積まれて海上・現地陸上輸送さ

れ、現地にコンテナごと引渡しされる。現場には、据付期間中のこれらのコンテナ

置き場を確保する必要がある。

主要資機材調達計画の一覧表を表 4-2に示す。

表 4-2　主要資機材調達計画

供給状況 調達国No. 資材名
良 不良 ｳﾞｨｴﾄﾅﾑ 日本 第三国

備考

1 砂、 ○ ○
2 砂利、砕石 ○ ○
3 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ ○ ○
4 ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄ ○ ○
5 鉄筋 ○ ○
6 型枠用合板 ○ ○
7 鉄骨 ○ ○
8 レンガ ○ ○
9 屋根瓦 ○ -
10 金属製屋根葺き材 ○ ○
11 可動間仕切り ○ ○ 遮音性能確保
12 アルミサッシュ ○ ○ 品質にばらつきが大きく仕様に

注意が必要
13 木製建具(ドア) ○ ○
14 ガラス ○ ○
15 タイル ○ ○
16 塩化ビニル床材 ○ ○
17 塗料 ○ ○
18 照明器具 ○ ○
19 分電盤 ○ ○
20 電線類 ○ ○
21 弱電機器 ○ ○
22 PVCパイプ ○ ○
23 白ガス管 ○ ○
24 衛生陶器 ○ ○
25 ポンプ ○ ○
26 受水槽類 ○ ○
27 空調機器 ○ ○ 現地調達日本メーカー指定
28 消火栓設備 ○ ○
29 変圧器 ○ ○
30 ディ−ゼル発電機 ○ ○
31 コンピュ−タ機器 ○ ○
32 特殊 A/V機器 ○ ○
33 セミナ−家具 ○ ○ 品質にばらつきが大きく仕様に

注意が必要
34 一般事務用家具 ○ ○

(4) 主要建設機械・プラント

主要建設機械等は、ホーチミン市内で調達可能である。但、コンクリート打設は、

コンクリートポンプは使用例が少なく、ほとんどバケット打設である。本建設工事

の打設規模もバケット式で対応可能である。
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4-1-6 実施工程実施工程実施工程実施工程

本センターの建設計画にかかわる全体工程は下表 4-3のとおりである。

表 4-3　全体実施工程表

延月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E/N締結 ▲

現地調査

国内作業

実

施

設

計 現地説明及び
入　札
工事準備

基礎工事

躯体工事

設備・内装工事

外装工事

施

工

特殊設備工事
(発電機、浄化槽)
製造・調達

輸送

機材現場据付・
調整

機

材

調

達

計計計計 11ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月

計計計計 4ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月

計計計計 7ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月
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4-1-7 相手国負担事項相手国負担事項相手国負担事項相手国負担事項

本センターを日本国の無償資金協力により実施する場合に、被援助国のヴィエトナ

ム国政府及び実施機関である FTUによる必要な負担事項は以下のとおりである。

① 施設建設に先立ち、建設予定地内既存建屋の解体撤去及び整地、

② センター施設内に設ける引込盤までの幹線電力供給、

③ 敷地内メーターまでの上水設備引き込み工事、

④ 敷地内接続枡までの下水管接続工事、

⑤ 敷地内MDFまでの電話線引き込み工事、

⑥ 敷地内の緑化植栽工事、

⑦ 敷地周辺のフェンス・塀及び門扉の設置工事、

⑧ 建築許可申請業務、

⑨ 無償資金協力に基づいて購入された資機材の無税通関を確保すること、

⑩ 無償資金協力に基づいて輸入される資機材の速やかな陸揚げ、通関及び国内輸

送の保証、

⑪ 銀行取り決めに係わる銀行手数料の支払い、

⑫ 認証された契約に基づいて供与される日本国民の役務について、その作業の遂

行の為にヴィエトナム国への入国及び滞在に必要な便宜を与えること、

⑬ 認証された契約に基づいて調達される生産及び役務の内、ヴィエトナム国内で

日本国民に課せられる関税、内国税及びその他課徴金を免除すること、

⑭ 本センターにより建設された施設と購入された機材を適性かつ効果的に維持し

使用すること、

⑮ 必要に応じ本センターに対し許認可の便宜を図ること、

⑯ 本センターの完成後、日本国無償資金協力に基づいて調達された施設と機材は

商業用として使用し、軍用に利用しないこと。
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4-2 概算事業費概算事業費概算事業費概算事業費

4-2-1 概算事業費概算事業費概算事業費概算事業費

本センターを日本国の無償資金協力により実施する場合に必要となる事業費総額は、

約 4.5億円となり、先に述べた日本国とヴィエトナム国との負担工事区分に基づく双

方の経費内訳は、下記積算条件によれば次のとおりである。

積算条件

① 積算時点

平成 12年 8月

② 為替交換レート

1US$=107.10円

③ 施工期間

表 4-3に示した工期に基づき施工されるものとする。

④ その他

本センターは日本国の無償資金協力制度に従って実施されるものとする。

表 4-4　日本側負担工事費

費目 金額（百万円）
(1)　建設費 286
　　　1）直接工事費 190
　　　2）共通仮設費 18
　　　3）現場経費 55
　　　4）一般管理費 23
(2)　機材調達費 45
(3)　設計・監理費 50

合　計 381

表 4-5　ヴィエトナム側負担工事

費用（US$）
項目 負担工事 1999年度 2000年度

準備費など 土地取得費用 571,428
既存建屋の移転保証 5,000
整地費用 7,858
敷地周辺囲いフェンス、ゲート費用 22,357

仮設工事 建設許可関係審査費用 6,000
電力幹線の引込 29,858
上水道接続費用 11,000
下水道接続費用 715
電話回線接続費用 5,358

外構工事 植栽工事 7,875

合　計
576,428

(61百万円)
91,021

（10百万円)
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4-2-2 運営維持運営維持運営維持運営維持・管理計画・管理計画・管理計画・管理計画

本センターの運営組織・財務計画については 3-4章で詳細に述べたとおりで、ここで

は施設の運転・維持・管理計画について述べる。

(1) 施設の運転・維持・管理体制

施設の運転・維持は、FTU とは独立して行われるのが原則である。この場合、日常

的な運転、点検、補修は本センターが行う。しかし重度の補修に対しては FTU が援

助する計画としている。なお、施設の運転、維持活動の主なものは以下のとおりで

ある。

・ 建築施設 ：雨漏り、ガラスの破損、ペンキの汚れ、施錠の不具合、床タイ
ルのはがれ等の点検、補修など

・ 建築設備 ：自家用受電設備、非常電源設備、空調・換気設備、給排水用ポ
ンプ類の点検、補修、洗面所器具の点検、照明器具球きれ補充
など

・ 保安・清掃関係 ：ガードマンによるセキュリティ、建物内外の清掃、ゴミ処理な
ど

・ 研修機材 ：AV機器、コンピュータの運転、維持など

研修機材以外の施設の運転・維持は、本センターの組織図 3-11 の中では、管理課の

総務係が担当する。研修機材については、研修課の指導係が中心になって運転及び

維持にあたる。

(2) スペアパーツ、補修材の調達

・ 建築施設：仕上材料のうち、日本などから輸入したもので現地調達の困難なもの
については、建設時に若干量を補修用に納入してストックしておく。

・ 建築設備：上項と同様、故障頻度、消耗度の高いもので、現地調達が困難なもの
については、予めストックを用意しておく。

・ 研修機材：これについては、消耗品の調達が必要である。プロジェクト方式技術
協力実施中に、特殊な部品を含めてスペアパーツ、消耗品等の必要員
数を確認し、その後の自主運営に入ってからの調達計画に反映させ
る。

(3)運転・維持費用

空調機等の建築設備については各機器に耐用年数があり、時期がきたら適宜、更新

しなければならない。主なものを挙げると、

空調機　： 10年 換気扇　　： 15年

ポンプ類： 15年 モーター類： 15年
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従って、建築設備の運転・維持費用はこれらの更新を含めたライフサイクルコスト

の考え方を取り入れて算定しなければならない。
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第第第第 5章　プロジェクトの評価と提言章　プロジェクトの評価と提言章　プロジェクトの評価と提言章　プロジェクトの評価と提言

5-1 妥当性に係わる実証妥当性に係わる実証妥当性に係わる実証妥当性に係わる実証・検証及び裨益効果・検証及び裨益効果・検証及び裨益効果・検証及び裨益効果

ヴィエトナム国の「教育開発 5ヶ年計画（1996～2000年）」においては「初等教育の

2010 年までの完全実施」、「市場経済化に対応するための高等教育を受けた人材の育

成」を最重要課題としている。

このように市場経済化に対応する人材を育成することを最大の目的として設立され

る本センターは、ヴィエトナム国の国家政策と機を一つにし、差し迫った需要に応

える正に時機を得た直接的裨益を有する援助事業と評価できる。さらに本センター

の実施によって、

• 直接的な効果としては、本センターで実施される研修講座で一年間にビジネス

講座のコンピュータ研修で 450人を含むビジネス講座の研修で 1,650人、日本語

コースの研修で 240人の人材が育成される。

さらに間接的効果としては、以下の重要な効果が期待される。

• 養成された人材が、毎年ホーチミン市を中心とするビジネス界、特に外国貿易

に携わる企業、合弁企業、外国企業、大中の民間企業に送り込まれて国際基準

の経営遂行に貢献する。

• ヴィエトナム国の中央・地方行政庁や国営企業の重要部署に配属されて、近代

化政策に沿った政策立案、企画、経営改善と品質向上に貢献する。

• ビジネス講座で高レベルの技術を習得した者は、近代的な経営、工場生産シス

テムの改善と品質向上に取り組み、貿易の活性化、工業生産の近代化に貢献す

る。

• 中・上級レベルの日本語能力習得者は、外国からの投資促進のための潤滑油の

役を果たす一方、日本への留学、企業研修の機会を拡大して技術移転を促進す

る。

• 文化交流事業と情報提供サービスは、日越両国民の相互理解を向上させ、人間

関係を強化して日越両国の友好関係の醸成に役立つ。
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5-2 技術協力技術協力技術協力技術協力・他ドナーとの連携・他ドナーとの連携・他ドナーとの連携・他ドナーとの連携

本センターが、プロジェクト技術協力の活動、即ちビジネス講座、日本語講座の開

催と、日越文化交流が円滑に実施されて、所定の目標が達成されるように必要なセ

ンター施設の建設と機材の調達をしようというものであることは前述のとおりであ

る。

現時点の予定では、プロジェクト方式技術協力の日本人専門家は 2000 年度に派遣さ

れることになっている。一方、日本国の無償資金協力による本センターの建設は 2001

年度に完成の予定である。プロジェクト方式技術協力の専門家は当面 FTU 本校を利

用し、センター完成後はセンターを使用する予定となっている。

このプロジェクト方式技術協力の実施の結果、本センターの組織が確定し、現地要

員が確保されて、その運営・管理体制が確立される。同時にヴィエトナム政府の政

策と、現地の市場の需要、受講生の技術レベルを踏まえた本センターでの講座・研

修内容、適切な受講料の設定がなされ、本センターの財政的自立運営が軌道に乗る

ことが期待される。

本センターの建物と研修機器は、プロジェクト方式技術協力実施中と協力が終了し

てヴィエトナム側が自主運営に入ってからも、変更を加えることなく継続して使用

されていくことになっている。このため、いわゆる「技術のトランスファー」も極

めてスムーズに行われる条件が揃っているといって良い。

本センターの他に、他の援助国や国際機関による市場経済化へ対応する人材開発の

ための援助の計画は 2 章で述べたとおりであり、本センターと目的または内容で重

複する施設はない。外国貿易大学には既に日本の援助が人的及び物的両面で行われ

ている。日本語教室には JOCV の教師が 6 人、LL 教室には大阪のある協会から LL

機器が 24 台寄贈されている。また、ハノイ在住の日本企業数社から奨学金が出され

ていて、今のところ FTUに対する国際的な支援は日本が独占している状況である。
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5-3 課題課題課題課題

ビジネス講座の需要については、プロジェクト方式技術協力の事前調査でかなり広

範囲なアンケートや聞き取り調査が行われており、質の高い講座に対する各企業・

政府機関の高い関心度が確認されている。また、2 章で述べたとおりホーチミン市及

び周辺地域に大きな潜在需要層が存在することから、需要面での心配はない。

日本語講座についても、中・上級以上のレベルの高いものを目指しているので、高

レベルの日本語教育を行っていない既存の民間の教室とは競合しない。故に、日本

企業が独自に日本での研修に向けて様々な方策で行っている顕在的需要および潜在

的需要を吸収・掘り起こすことは容易である。プロジェクト方式技術協力実施中は、

興味のある質の高い講義・講習が行われるとしても、問題はプロジェクト方式技術

協力終了後にヴィエトナム側の自主運営に入ってからである。

優秀な講師を確保し質の高い講座を開催して、受講生の数を維持し続け、本センタ

ーの運営を万全なものとすることが重要である。これについては FTU の卒業生の就

職先は、ヴィエトナム国のビジネス界、国営企業、政府省庁の重要な分野に亘って

いて、その人脈の豊かさは大学自身が誇りにしているところである。この人脈と大

学の名声をフルに活用して、優秀な講師の確保に努めることが重要であろうと思わ

れる。
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1.1.1.1.　調査団氏名、所属　調査団氏名、所属　調査団氏名、所属　調査団氏名、所属
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1. 調査団員氏名調査団員氏名調査団員氏名調査団員氏名・所属・所属・所属・所属

［基本設計調査時］［基本設計調査時］［基本設計調査時］［基本設計調査時］

氏　名氏　名氏　名氏　名 所　属所　属所　属所　属 担　当担　当担　当担　当

橋本　明彦 JICA東京国際研修センター所長 総括

渡邉　真樹子 JICA無償資金協力部業務第一課 計画管理

日野水　信 日本工営（株） 業務主任／建築計画

箱田　利明 日本工営（株） 設備計画／機材計画

渡邉　登志哉 日本工営（株） 調達計画／積算

［基本設計概要説明調査時］［基本設計概要説明調査時］［基本設計概要説明調査時］［基本設計概要説明調査時］

氏　名氏　名氏　名氏　名 所　属所　属所　属所　属 担　当担　当担　当担　当

畠山　　敬 JICA　ヴィエトナム事務所　次長 総括

渡邉　真樹子 JICA無償資金協力部業務第一課 計画管理

日野水　信 日本工営（株） 業務主任／建築計画

箱田　利明 日本工営（株） 設備計画／機材計画



2.2.2.2.　調査日程　調査日程　調査日程　調査日程（現地調査）（現地調査）（現地調査）（現地調査）
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2. 調査日程調査日程調査日程調査日程

　　　〔基本設計調査日程基本設計調査日程基本設計調査日程基本設計調査日程〕

調査日程調査日程調査日程調査日程

暦日暦日暦日暦日 月日月日月日月日 官側団員 コンサルタント

橋本団長 渡邉団員 日野水 箱田 渡辺

1 2月 27日（日） 東京－関西空港（CX941）
－ホーチミン

同左

2 2月 28日（月）午前 FTUホーチミン分校

表敬、建設予定地調査

午後ビンタン地区人民委員会訪問

同左

3 2月 29日（火）午前類似施設調査（さくら日本
語 学 校 IDECAF 、  VCCI-
CBAM）

午後ホーチミン発

同左

4 3月 1日（水） 午前日本大使館表敬

JICA事務所表敬

午後 MPI、MOET 表敬 FTU 訪
問

同左

5 3月 2日（木） 午前 FTUIC/R説明

午後ｳﾞｨｴﾄﾅﾑ側変更要請など

同左

6 3月 3日（金） Ｍ／Ｄ協議 同左

7 3月 4日（土） Ｍ／Ｄ協議 同左

8 3月 5日（日） 団内協議、資料整理

9 3月 6日（月） Ｍ／Ｄ協議 同左

10 3月 7日（火） 午前M/Dに調印

午後 JICA現地事務所報告・
日本大使館報告

同左

11 3月 8日（水） 午前ハノイ発(CX790)

夕刻東京着(CX500)

FTUと協議、
日程、訪問先予約

2名ハノイ発(VN213)

ホーチミン着(10:20)

12 3月 9日（木） FTUと協議
資・機材調達調査

現地地盤調査立ち会い

13 3月 10日（金） FTUと協議
資・機材調達調査

インフラ調査

資・機材調達調査

14 3月 11日（土） 類似施設調査、
資材調達調査

インフラ調査

資・機材調達調査

15 3月 12日（日） 事務整理 ホーチミン発ハノイ帰着

16 3月 13日（月） FTUと協議、資・機材調達調査資

17 3月 14日（火） FTUと協議（工事負担範囲）

18 3月 15日（水） FTUと協議（概略平面図案）

19 3月 16日（木） FTUと協議（概略機材計画案）

20 3月 17日（金） 午前協議事項確認書署名

午後 JICA現地事務所、日本大使館説明

21 3月 18日（土） ハノイ(CX790)－香港(CX500)－東京
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［基本設計概要説明調査時］［基本設計概要説明調査時］［基本設計概要説明調査時］［基本設計概要説明調査時］

調査日程調査日程調査日程調査日程

暦日暦日暦日暦日 月日月日月日月日 官団員 コンサルタント

畠山団長 渡邉団員 日野水 箱田

1 8月 6日（月） 東京―関西空港－ホーチミン

2 8月 7日（火）

午前　FTUホーチミン分校に Draft Report説明

　　　サイト視察

午後　地区人民委員会協議（Ｄ5道路整備）

　　　ホーチミン－ハノイ移動

3 8月 8日（水）

午前　大使館表敬

　　　MPI、MOET表敬

午後　FTUに Draft Report説明

同左

4 8月 9日（木）
午前　FTU協議

午後　FTUとM/D協議
同左

5 8月 10日
（金）

午前　FTUとM/D協議

午後　FTUとM/D協議
同左

6 8月 11日
（土）

午前　M/D調印

午後　日本大使館報告

　　　現地 JICA事務所報告

同左

7 8月 12日
（日）

ハノイ－東京
午前　FTUと機材仕様書

午後　基本設計に係わる杭業者と
の協議

8 8月 13日
（月）

団内協議、資料整理

9 8月 14日火）

午前　協議内容確認

午後　日本大使館報告

　　　現地 JICA事務所へ報告

10 8月 15日
（水）

ハノイ―東京



3.3.3.3.　ヴィエトナム国関係者リスト　ヴィエトナム国関係者リスト　ヴィエトナム国関係者リスト　ヴィエトナム国関係者リスト
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3. ヴィエトナム国関係者リストヴィエトナム国関係者リストヴィエトナム国関係者リストヴィエトナム国関係者リスト

Ministry of Planning and Investment
1. Mr. PHAM KIM CUNG Deputy Director, Dept. of Science, Education and

Environment
2. Mrs. PHAM PHI YEN : Senior Expert, Dept. of Science, Education and

Environment
3. Ms. NGO TUAN DUNG: Expert Dept. of Science, Education and

Environment
4. Ms. PHAN THANH HAI: Expert, Dept. of Foreign Economic Relations

Ministry of Education and Training
1. Prof. TRAN KIM LAN: Vice Director, Dept. of International Relations
2. Mr. MAI ANH: Senior Expert, Dept. of International Relations

Foreign Trade University (Hanoi)
1. Ms. NGUYEN THI MO: Rector
2. Mr. HOANG NGOC THIET: Vice-Rector
3. Mr. NGUYEN PHUC KHANH: Vice-Rector
4. Mr. TRAN VIET DZUNG: Head, Academic Research & International

Relations Dept.
5. Mr. HOANG CONG BAO: Head, Dept. of Administration and Finance
6. Ms. NGUYEN THI BICH HA: Head, Japanese Dept.
7. Ms. LE THI NGOC LAN: Staff, Dept. of Academic Research and

International Relations
8. Ms. TA THAI ANH: Staff, Dept. of Academic Research amd

International Relations

Foreign Trade University (HCMC)
1. Prof. HOANG VAN CHAU: Vice-Rector, Director

 在ヴィエトナム日本大使館　　　　　　　　在ヴィエトナム日本大使館　　　　　　　　在ヴィエトナム日本大使館　　　　　　　　在ヴィエトナム日本大使館　　　　　　　　JICAヴィエトナム事務所ヴィエトナム事務所ヴィエトナム事務所ヴィエトナム事務所

井村　久行　　　一等書記官　　　　　　　金丸　守正　　　事務所長

宮川　賢二　　　二等書記官　　　　　　　畠山　　敬　　　事務所次長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅野　祐一　　　事務所員



4.4.4.4.　　　　Minutes of DiscussionMinutes of DiscussionMinutes of DiscussionMinutes of Discussion





































5.5.5.5.　ヴィエトナム国の社会　ヴィエトナム国の社会　ヴィエトナム国の社会　ヴィエトナム国の社会・経済事情・経済事情・経済事情・経済事情







6.6.6.6.　その他のデータ　その他のデータ　その他のデータ　その他のデータ

6.16.16.16.1 ヴィエトナム国の建築基準法ヴィエトナム国の建築基準法ヴィエトナム国の建築基準法ヴィエトナム国の建築基準法
6.26.26.26.2 ヴィエトナム国の建設会社ヴィエトナム国の建設会社ヴィエトナム国の建設会社ヴィエトナム国の建設会社
6.36.36.36.3 地形測量図地形測量図地形測量図地形測量図
6.46.46.46.4 地質調査結果地質調査結果地質調査結果地質調査結果
6.56.56.56.5 センター建設予定地の建築規制センター建設予定地の建築規制センター建設予定地の建築規制センター建設予定地の建築規制
6.66.66.66.6 外国貿易大学の概要外国貿易大学の概要外国貿易大学の概要外国貿易大学の概要
6.76.76.76.7 サイトインフラ状況及び道路状況サイトインフラ状況及び道路状況サイトインフラ状況及び道路状況サイトインフラ状況及び道路状況
6.86.86.86.8 日本センター施設日本センター施設日本センター施設日本センター施設・機材の基本構想・機材の基本構想・機材の基本構想・機材の基本構想

（案）（案）（案）（案）



6.16.16.16.1 ヴィエトナム国の建築基準法ヴィエトナム国の建築基準法ヴィエトナム国の建築基準法ヴィエトナム国の建築基準法
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６６６６. その他のデータその他のデータその他のデータその他のデータ

６６６６.1 ヴィエトナム国の建築基準法ヴィエトナム国の建築基準法ヴィエトナム国の建築基準法ヴィエトナム国の建築基準法

ヴィエトナム国の建築基準は、“Building Code of Vietnam I, II, III”にまとめられてい

る。これらは全国的に適用される基準で、日本の建築基準法とその施行令に該当す

るものである。これに加えて、各都市には建築局があり、そこの Chief Architect（日

本の建築主事にあたる）が都市計画や土地利用計画にも基づいて行政的な指導を行

っている。ヴィエトナム国では特に、古い街並みの保存に熱心で、保存地区に指定

されたところでは、建物の取壊し、新築、改築には厳しい制限が設けられている。

この他に関係する官庁としては消防局があり、消火設備に対する審査をうけなけれ

ばならない。

前述の Building Code of Vietnamは、3冊からなる大冊なのでここでは、その目次の一

部を掲載するにとどめる。

PART I GENERAL PROVISIONS
CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS OF THE BUILDING CODE
Article 1.1 Scope of application of the building code
Article 1.2 Terminology
Article 1.3 Objectives of the building code
Article 1.4 Technical requirements of the building code
Article 1.5 Deemed-to-satisfy technical solutions
Article 1.6 Application of international and foreign standards

CHAPTER 2 DATA ON NATURAL CONDITIONS USED FOR CONSTRUCITON
DESIGN

Article 2.1 Data on natural conditions in the construction zone
Article 2.2 Survey of construction sites

CHAPTER 3 GENERAL TECHNICAL CONDITIONS FOR DESIGNING OF
CONSTRUCITON WORKS

Article 3.1 General requirements with respect to construction works
Article 3.2 Planning and architectural designing
Article 3.3 Protection of natural resources and environment
Article 3.4 Precautions against fire and explosion
Article 3.5 Structural safety
Article 3.6 Precautions against earthquakes
Article 3.7 Anti-corrosion measures
Article 3.8 Water-proofing measures
Article 3.9 Protection measures against lightning
Article 3.10 Thermal-protection
Article 3.11 Protection against harmful biological substances
Article 3.12 Protection against excessive noise and vibration



- A25 -

Article 3.13 Hygiene and amenity

PART II CONSTRUCTION PLANNING
CHAPTER 4 GENERAL PROVISIONS ON CONSTRUCITON PLANING
Article 4.1 Scope of application
Article 4.2 Terminology
Article 4.3 Requirements for construction planning
Article 4.4 Protection area of works and buffer zones for hygiene and safety
Article 4.5 Protection areas of dykes
Article 4.6 Protection areas of water conservancy works
Article 4.7 Protection of transport works
Article 4.8 Protection corridors of high tension power networks
Article 4.9 Protection areas of water supply works
Article 4.10 Sanitary separation distance from waste water pumping stations, waste

water treatment plants, rubbish dumps, cemeteries
Article 4.11 The sanitary buffer zone between industrial enterprises, storages and civil

areas
Article 4.12 Separation distance for fire safety
Article 4.13 Protection areas of defense works
Article 4.14 Protection area of relics and places of scenic beauty
Article 4.15 Quality of water for living conditions
Article 4.16 Maximum permitted noise level in population areas
Article 4.17 Discharge of waste water
Article 4.18 Discharge of airborne waste

CHAPTER 5 URBAN PLANNING
Article 5.1 Urban planning projects
Article 5.2 General urban planning
Article 5.3 Detailed urban planning
Article 5.4 Selecting land for urban construction
Article 5.5 Principles for classifying various functional urban areas
Article 5.6 Planning for civil areas
Article 5.7 Planning for residential areas
Article 5.8 Planning of public buildings
Article 5.9 Renovation and/or rehabilitation of existing urban areas
Article 5.10 Urban centre planning
Article 5.11 Urban green space
Article 5.12 Planning of urban industrial and storage/zone
Article 5.13 Transport system
Article 5.14 Power supply and lighting systems
Article 5.15 Water supply systems
Article 5.16 Urban fire precaution
Article 5.17 Drainage systems
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Article 5.18 Underground physical infrastructure network
Article 5.19 Control of solid waste
Article 5.20 Public toilets
Article 5.21 Site preparation for urban development land

CHAPTER 6 CONSTRUCTION PLANNING OF RURAL RESIDENTIAL AREAS
Article 6.1 Scope of application
Article 6.2 Content of a rural residential area plan
Article 6.3 Construction land in residential areas
Article 6.4 Ground leveling, filling, and drainage
Article 6.5 Arrangement of functional areas
Article 6.6 Planning of residential area
Article 6.7 Rehabilitation of old residential areas
Article 6.8 Planning of commune central area
Article 6.9 Planning of handicraft production areas
Article 6.10 Traffic system
Article 6.11 Power supply system
Article 6.12 Water supply
Article 6.13 Water drainage and hygiene
Article 6.14 Planting trees

CHAPTER 7 REGULATIONS ON URBAN ARCHITECTURE
Article 7.1 Application scope
Article 7.2 General requirements for urban works
Article 7.3 Technical requirements for the construction land lot
Article 7.4 Allowable construction beyond the red boundary line
Article 7.5 Projections beyond a setback construction boundary line
Article 7.6 Land use:  setback space, trees density, construction density
Article 7.7 Building height control
Article 7.8 Urban sanitation
Article 7.9 Urban aesthetics
Article 7.10 Electrical safety
Article 7.11 Urban traffic safety
Article 7.12 Relation with neighbouring buildings
Article 7.13 Public building:  gate, yard, car parking, sanitary conveniences
Article 7.14 Kiosk, information and advertisement sign, trees
Article 7.15 Petrol station in urban area
Article 7.16 Urban fire protection & fire stations

PART III CIVIL AND INDUSTRIAL BUILDINGS
CHAPTER 8 GENERAL PROVISIONS ON CIVIL AND INDUSTRIAL BUIDINGS
Article 8.1 Scope of application
Article 8.2 Definitions
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Article 8.3 Requirements for civil and industrial buildings
Article 8.4 Classification of civil and industrial buildings

CHAPTER 9 ARCHITECTURAL DESIGN
Article 9.1 Architectural design
Article 9.2 Architectural designs for special civil buildings

CHAPTER 10 STRUCTURES
Article 10.1 Requirements for structures
Article 10.2 Design principles for structures
Article 10.3 Loads and impacts
Article 10.4 Brick-stone and reinforced brick-stone structure
Article 10.5 Steel structure
Article 10.6 Timber structure
Article 10.7 Foundations and subbase of building

CHAPTER 11 FIRE PROTECTION
Article 11.1 General provisions for fire safety
Article 11.2 Deemed-to-satisfy solutions
Article 11.3 Building classification according to fire safety requirements
Article 11.4 Fire resistance of buildings
Article 11.5 Fire separation
Article 11.6 Escape
Article 11.7 Decorative, finishing and insulating materials
Article 11.8 Fire alarm systems
Article 11.9 Fire control system
Article 11.10 Fire monitoring and control

CHAPTER 12 AMENITY AND SAFETY
Article 12.1 Minimum room size
Article 12.2 Lighting
Article 12.3 Ventilation and air conditioning
Article 12.4 Access and egress
Article 12.5 Signs
Article 12.6 Noise insulation
Article 12.7 Waterproof
Article 12.8 Lightning protection
Article 12.9 Falling prevention
Article 12.10 Prevention of jeopardy caused by construction material
Article 12.11 Prevention of infection from foodstuff and damaging organisms

CHAPTER 13 INDOOR WATER SUPPLY AND DRAINAGE SYSTEM
Article 13.1 General regulation for indoor water supply and drainage system
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Article 13.2 Hygiene equipment
Article 13.3 Water supply system
Article 13.4 Water drainage system

CHAPTER 14 INDOOR ELECTRIC SYSTEM
Article 14.1 Scope of application
Article 14.2 Requirement for the indoor electric system
Article 14.3 Deemed-to satisfy solutions
Article 14.4 Transformer station
Article 14.5 Input equipment - panel, distributor cabinet - protective equipment
Article 14.6 Arrangement of indoor electric network
Article 14.7 General provisions on arrangement of electric line
Article 14.8 Placing indoor open transmission line
Article 14.9 Installing enclosed electric cabling
Article 14.10 Electric line in the attic floor
Article 14.11 Outdoor electric line
Article 14.12 Arrangement of electric lamps
Article 14.13 Installing indoor electric equipment
Article 14.14 Grounding, null connecting

PART IV SPECIALIZED CONSTRUCITON WORKS
CHAPTER 15 GENERAL PROVISIONS ON SPECIALIZED CONSTRUCTION

WORKS
Article 15.1 General requirement for specialized construction works
Article 15.2 Definitions

PART V CONSTRUCITON AND INSTALLATION IMPLEMENTATION
CHAPTER 16 CONSTRUCTION SITE
Article 16.1 General requirement for the construction site
Article 16.2 Technical condition to break-ground
Article 16.3 Ensure hygiene, safety for the environment surrounding the construction

site
Article 16.4 Protection of technical infrastructure, green trees
Article 16.5 The end of the construction site

CHAPTER 17 LABOUR SAFETY IN CONSTRUCION AND INSTALLATION
Article 17.1 General requirement for labour safety in construction
Article 17.2 Requirement for labour safety techniques in construction and installation
Article 17.3 Technical solutions for labour safety in construction and installation



6.26.26.26.2 ヴィエトナム国の建設会社ヴィエトナム国の建設会社ヴィエトナム国の建設会社ヴィエトナム国の建設会社
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6.2 ヴィエトナム国の建設会社ヴィエトナム国の建設会社ヴィエトナム国の建設会社ヴィエトナム国の建設会社

ヴィエトナム国の建設会社は、主なものは全て国営会社（State company）で、民間

の会社は住宅を専門に請負う小さな会社ばかりで考慮の対象にはならない。これら

の国営会社は必ず特定の省庁の傘下にあり、主にその省庁が管轄する工事を行なっ

てきている。しかし、最近ではその境界はあいまいになってきており、民間の大型

工事を請負う業者も出てきている。以下に主な建設業者のリストを掲げる。

List of Leading Construction Companies

No. Name Address

I. MINISTRY OF CONSTRUCTION
1 Song Da construction Corporation Hoa Binh Town
2 Construction Corporation No.1 HCM City
3 Song Hong Construction Corporation Viet Tri City, Vinh Phu

prov.
4 Ha Noi Construction Corporation Quang Trung st., Hanoi
5 Union of Machinery Construction Enterprises No3 Pho Duc Chinh st.,

Hanoi
6 Union of Machinery Installation Enterprises 124 Minh Khai st. Hanoi
7 Construction Company No.4 Gia Lam, Hanoi
8 Construction Company No.5 Bim Son, Thanh Hoa
9 Construction Company No.7 Quang Nam, Danang
10 Construction Company No.9 Ninh Binh
11 Construction Company No.16 Hai Phong City
12 Construction Company No.18 Pha Lai, Quang Ninh
13 United Construction Enterprises No.2 Lac Long Quan st. Hanoi
14 United Construction Enterprises No.1 Pha Lai, Quang Ninh
15 Oil and Gas Construction Company Vung Tau
16 Western Construction Company Can Tho

II MINISTRY OF WATER RESOURSES
1 Union of Water Resources Construction Enterprises

No.1
Ha Tay

2 Union of Water Resources Construction Enterprises
No.2

Thua Thien, Hue

3 Union of Water Resources Construction No.4 HCM City
4 Water Resources Construction Company No.7 Binh Dinh
5 Dredging Company No.1 Hai Hung
6 Dredging Company No.2 Nha Be, HCM City
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No. Name Address

III. MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD
INDUSTRY

1 Union of Agricultural and Rural Development
Construction Enterprises

Truong Thinh Rd., Hanoi

2 Union of Agricultural and Food Industry
Construction Enterprises

HCM City

3 Company for Construction Investment and General
Trade

Ngo Quyen st., Hanoi

IV. MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE
1 Truong Son Construction Corporation Ha Tay
2 Construction Corporation No.11 Hanoi
3 Lung Lo Construction Survey and Designing

Company
Hanoi

V. MINISTRY OF ENERGY
1 Power Construction and Installation Company No.1 Hanoi
2 Power Construction and Installation Company No.2 HCM City

Power Construction and Installation Company No.3 Da Nang
Power Construction and Installation Company No.4 Dong Anh, Hanoi

VI. MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY
1 Construction and Installation Company No.2 Thai Nguyen
2 Western Industrial Construction Company Dist.1 HCMC
3 Union of Industrial Chemical Construction and

Installation Enterprises
Tu Liem Dist., Hanoi

VII. GENERAL POST OFFICE
1 Post Construction Company No.1 Hanoi
2 Post Construction Company No.2 HCM City
3 Post Housing Construction Company Hanoi

VIII. MINISTRY OF POST AND TRANSPORTATION
1 Union of Thang Long Bridge Enterprises Hanoi
2 Construction Corporation No.1 Hanoi
3 Construction Corporation No.4 Nghe An
4 Construction Corporation No.5 Da Nang
5 Construction Corporation No.6 HCM City
6 Construction Corporation No.8 Nghe An
7 Maritime Construction Corporation Ha Noi
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Comparison of Major Vietnamese Contractors

Item Song Da Vinaconex HACC Licogi
Scope of Activities Infrastructure Civil and Building

works.  Produce construction
material.  Import, export
construction material &
equipment

Infrastructure, industrial and civil
works.  Import, export material
& equipment.  Produce
construction material.

Industrial, civil, infrastructure
construction.  Produce material.

Infrastructure, civil, industrial
construction.  Produce material.

Turn-over Including all fields In the field of construction only In the field of construction only

1994 33.3m$ (Construction ) 80m$ 58.3m$ 25m$

1995 41.6m$ (Construction) 90m$ 65m$ 31.6m$

1996 125m$ (60m$ for construction) 105m$ 83.3m$ 58.3m$

1997 166m$ (83.3m$ for construction) 141.6m$ 100m$ (58.3m$ for construction) 73.3m$

Total Year in
Engineering Works

Since 1960 Since 1960 Since 1958 Since 1960

Number of Staff 8,000 17,000

Engineer 1,200 2,319 HACC is using 1,200 more

Workers 14,000 11,078

Some projects
done by the
company

1. Hoa Binh Hydro Power
2. Yaly Hydro Power
3. Ham Thuan Hydro Power
4. Hoa Binh Cement Plant
5. Song Da-Yaly Cement Plant

1. Guoman Hotel
2. But Son Cement Plant
3. Chinfon Cement
4. Hanoi Water supply

1. Nikko Hotel
2. Hanoi T.V. center
3. Central Building
4. Hochiminh Mausoleum
5. Culture Palace

1. Cam Pha Power Plant
2. Pha Lai Power Plant
3. Nomura Industrial Zone
4. But Son Cement Plant
5. Hai Van Cement Plant

General Manager Mr. Le Van Que Mr. Phi Thai Binh Mr. Nguyen Khac Tra (he is the
brother of Mr. Nguyen Cam Vice
Prime Minister)

Mr. Dao Ngoc Nam



- A32 -

［日本の建設会社の進出］

日本のゼネコンの大手は積極的にヴィエトナム国に進出しているが、その主な目的

は日本の ODA 案件の受注である。ヴィエトナム政府の中央官庁が全てハノイに集中

していることから、ODA 案件の入札・契約等はハノイで行われるのが通例で、その

ためこれらの会社も事務所をハノイに構えるのが普通である。一般的に、インフラ

整備は北の方が南に比べて遅れており、この格差解消もあって ODA は北に重点が置

かれている。このことがハノイ駐在の重要性を一層高めている。ハノイ市に駐在事

務所を置いている日本業者は以下のようなものである。

　大成建設、 熊谷組

　西松建設、 前田建設

　住友建設、 鹿島建設

　間　　組、 フジタ

　大林組 等。

一方、海外からの民間投資であるが、５年ほど前「投資の天国」「手つかずの 7 千万

市場」として日本のビジネス界にヴィエトナムブームが起きたが、現在はその熱気

は冷めてきたようである。ヴィエトナム政府によると、外国企業の投資額は 1996 年

の 85 億ドルをピークに急激に落ち込み、98 年は 38 億ドルで、98 年は 15 億ドルと

推定されている。アジア諸国の通貨危機をきっかけにアジア諸国からの投資が落ち

込んだのが大きく影響しているが、インフラの整備が遅れていることや、法の整備

が整っていないことによる投資環境の悪さを指摘する声もある。従って上記の進出

日本企業は、当分 ODA中心のビジネスになりそうである。



6.36.36.36.3 地形測量図地形測量図地形測量図地形測量図
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6.3 地形測量図地形測量図地形測量図地形測量図

添付の地図は、現地再委託契約によって作成したセンター建設予定地の測量図の一部

である。







6.46.46.46.4 地質調査結果地質調査結果地質調査結果地質調査結果
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6.4 地質調査結果地質調査結果地質調査結果地質調査結果

添付の資料は、現地再委託契約によって調査した地質調査・土質試験報告書の一部

である。主要な部分のみを転載する。















6.56.56.56.5 センター建設予定地の建築規制センター建設予定地の建築規制センター建設予定地の建築規制センター建設予定地の建築規制
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6.5 センター建設予定地の建築規制センター建設予定地の建築規制センター建設予定地の建築規制センター建設予定地の建築規制

建設予定地及びその周辺区域に建設される建物は全て 3 階建て以上である必要があ

るとのこと。これは、都市部の土地有効利用の観点からホーチミン市の建築主事か

ら行政指導の形で行われているもので、明文化された条例があるわけではない。ホ

ーチミン市には、その人民委員会の下、都市計画のマスタープランがあり、土地利

用計画図が作られている。これらに基づいて指導が行なわれる。添付資料は､調査時

に現地関係機関から入手した建設に関わる指導事項（３階建て以上の施設建設）の

写しである。







6.66.66.66.6 外国貿易大学の概要外国貿易大学の概要外国貿易大学の概要外国貿易大学の概要
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6.6 外国貿易大学の概要外国貿易大学の概要外国貿易大学の概要外国貿易大学の概要

外国貿易大学はヴィエトナム全国における大学のグループ分けのうち、第 4 グルー

プの Universities and Collages of Economicに属する。このグループに属する大学は全

8校で、他のものは以下のとおりである。

創立

1. Hanoi National University of Economics 1976
2. Hanoi University of Commerce 1960
3. Hanoi University of Finance and Accounting 1963
4. Hanoi Center for Training and Research of Banking

Science
1961

5. Ho Chi Minh City Center for Training and Research of
Banking Science

1976

(Source:  Vietnam Education and Training Directory, 1995)

　　その他 2校

このリストからも明らかなように、外国貿易大学は、実務的な経営者や外国貿易に

携わるビジネスマンを養成することを専門する大学としては、ヴィエトナム唯一の

ものである。

(1) 名　称 Foreign Trade University (FTU)

• 創　立 1960

• 住　所 Lang Thung, Dong Da, Hanoi

• 分　校 FTU Branch in Ho Chi Minh City

• 住所（分校本部事務所）2 bis, Phan Xich Long, W. 3, Phu Nhuan, Ho Chi Minh

City

• 教職員数 240人（本校）、15人（ホーチミン分校常勤）

(2) 学　部

Special Training Faculties

• Foreign Trade Economics

• Basic and Fundamental Economics

• English

• Business Administration

Management Faculties

• Post Graduate Studies

• In-Service Training

(3) 学　科

Special Training Departments

• Economics (Macro and Microecononmics)

• Foreign Languages (Japanese, French, Russian, Chinese)
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Management Departments

• Undergraduate Training

• Personnel

• Academic Research and International Relations

• Political Education

• Administration and Finance

• Library

• Language Laboratory

• Center for Foreign Economic Research, Training and Consultancy (FERETCO)

• Information Center

(4) 組織図　　　添付図　Figure A.1のとおり

(5) 創立の目的

ビジネスマン（実用家、経営者、商人）、外国貿易従事者、国際経済官僚の育

成

(6) 資格等の付与

• Businessmen (BA Degree)

• Foreign Trade Interpreters (BA Degree)

• Foreign Economic Executives (MA Degree)

(7) 授業課程

• Full time undergraduate courses:  5 years

• Long-term in-service courses:  5 years

• Short-term in-service undergraduate courses:  2.5 years

• Postgraduate MBA courses:  3 years

(8) 教授数

Professor 1

Associate professor 9

Doctor 20

MA Degrees 48

BA Degrees 　101

179 人
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(9) 学生数

• 現役訓練生数

ハノイ ホーチミン分校 その他
年度 短期課程

（3ヶ月未
満）

長期課程
（3ヶ月以
上）

短期課程
（3ヶ月未
満）

長期課程
（3ヶ月以
上）

短期課程
（3ヶ月未
満）

長期課程
（3ヶ月以
上）

8/96 354 680 451 183 176 125
8/97 328 420 254 240 168
8/98 232 690 359 320
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• 大学院課程学生数

年度年度年度年度 修士課程修士課程修士課程修士課程 博士課程博士課程博士課程博士課程
8/96 20 4
8/97 49 6
8/98 22 3
8/99 33 6

• 学士課程正規学生数（入学数）

年度年度年度年度 学士課程学士課程学士課程学士課程
（ハノイ）

学士課程学士課程学士課程学士課程

（ホーチミン分校）
8/96 1045 350
8/97

1103 350
8/98 1179 350
8/99 1515 350

学生の年齢　　：　18～24才

男女の割合　　：　50／50

(10) 取得単位数

ここではクレジット制がとられており、1クレジットは

通常授業 ： 15hrs／credit

語学授業 ： 20hrs／credit

5年制の学生は最低 200クレジットを終了することが要求されている。

従って卒業までに少なくとも

200 credit　×　15hrs　＝3,000hrs　の授業を受けることになる。

授業はヴィエトナム語で行ない、テキストは英語のものを翻訳して作っている。

授業料 ： 150＄／年　(2,000,000 VND/year)

(11) 卒業生の就職先

官庁、国営企業、銀行、外国銀行、税関、商工会議所、貿易会社、合弁企業、

外国企業、現地企業　等

(12) 年間予算

総額 20,355,000,000 VND

政府補助 10,328,000,000

授業料 10,027,000,000

(13) 奨学金制度

日本企業からの奨学金もあり（住友、熊谷組、長谷工など）。

(14) 休暇

年間 8週間（夏季 6＋テト正月 2）
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(15) 建築施設（ハノイ本校内）

教室棟 8,030 m2

講堂 990 m2

新館（図書館） 2170 m2

体育館 1300 m2

寄宿舎 5,550 m2

食堂 　　450 m2

　　　　合計 20,720m2
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FTU組織図組織図組織図組織図
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6.76.76.76.7 サイトインフラ状況及び道路状況サイトインフラ状況及び道路状況サイトインフラ状況及び道路状況サイトインフラ状況及び道路状況
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6.7 サイトインフラ状況及び道路状況サイトインフラ状況及び道路状況サイトインフラ状況及び道路状況サイトインフラ状況及び道路状況

　　　現地調査時に、調査した本センター建設地とサイトインフラ（給水・排水・電力・電

話）状況及び敷地の前面道路現況は、別紙のとおりである。







6.86.86.86.8 日本センター施設日本センター施設日本センター施設日本センター施設・機材の基本構想・機材の基本構想・機材の基本構想・機材の基本構想

（案）（案）（案）（案）
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6.8 日本センター施設日本センター施設日本センター施設日本センター施設・機材の基本構想・機材の基本構想・機材の基本構想・機材の基本構想（案）（案）（案）（案）

　　　業務指示書の一部として、コンサルタントに提示された日本センター構想に関する資　　　業務指示書の一部として、コンサルタントに提示された日本センター構想に関する資　　　業務指示書の一部として、コンサルタントに提示された日本センター構想に関する資　　　業務指示書の一部として、コンサルタントに提示された日本センター構想に関する資

料である。料である。料である。料である。











7.7.7.7.　参考資料リスト　参考資料リスト　参考資料リスト　参考資料リスト
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7. 参考資料リスト参考資料リスト参考資料リスト参考資料リスト

1. Statistical Yearbook 1998, Statistical Publishing House

2. Vietnam Economy in 1998, Central Institute for Economic Management, Education

Publishing House

3. Vietnam’s Education, The Current Position and Future Prospects, Hanoi 1998

4. Vietnam Education and Training Directory, Ministry of Education and Training,

Education Publishing House 1995

5. Prospects for Vietnam’s Industrialization, Lessons from East Asia, 1996

6. Socio-Economic Development and Stabilization Policy in the Context of the Regional

Financial and Economic Crises, Government Report to the Consultative Group Meeting,

Paris 1998

7. Viet Nam, Rising to the Challenge, An Economic Report of the World Bank, Consultative

Group Meeting for Vietnam, 1998

8. Vietnam Education on the Threshold of 21st Century, Hanoi 1998

9. Report and Recommendation of the President to the Board of Directors on a Proposed

Loan to Socialist Republic of Viet Nam for the Vocational and Technical Education

Project, ADB 1998

10. Education and Training Services in Viet Nam, Senior Commercial Offices, U.S. Embassy

Hanoi 1998

11. Overview of the Vietnamese Private Sector, Mekong Project Development Facility, Hanoi

1999

12. Overview of Official Development Assistance in Viet Nam, Hanoi, UNDP, 2000

13. The Vietnamese Private Sector – An Undersized Engine of Growth, Mekong Project

Development Facility

14. Building Code of Vietnam I, II, III

15. Legal Documents on Investment Construction and Urban Management of Vietnam,

Construction Publishing House, Hanoi 1996

16. ヴィエトナム、開発途上国別経済協力シリーズ No.19,第 21版,東京 1994

17. 我が国の政府開発援助、ODA白書、外務省海外経済協力局、1999

18. 魅力溢れるヴィエトナムへの投資 2000, ヴィエトナム大使館通商代表部、2000

19. ホーチミン日本商工会名簿、2000年 2月

20. ハノイ日本商工会名簿、1999年 12月
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